
12034P-00



はじめに
マンション管理士試験は，合格率が７〜12％台の難関試験

であり，合格には十分な受験対策が必要となります。その際に
不可欠となるのが「過去の本試験問題（過去問）を十分に検討
すること」です。

本書は，当試験の創設以降25年分のすべての過去問から最
新の出題傾向に基づいて重要問題を厳選し，簡潔でわかりやす
い解説を加え，一問一答形式に編集した問題集です。本書に繰
り返し取り組まれることで，本試験の出題範囲や出題レベルを
把握し，頻出の出題項目に関する知識を短期間で効率良くマス
ターしていただくことができます。そして，もちろん，本書
2026年度版は，2026年４月１日施行の「区分所有法」及
び関連法令の大改正にバッチリ対応しています。

本書を手にされた皆さんが，合格の栄冠を勝ち取られ，マン
ション管理士としてご活躍されることを願ってやみません。

2026年３月
TACマンション管理士講座

　本書は，2026年４月現在施行されている法令等に基づいて執筆されています。法改正情
報については，『法律改正点レジュメ』を2026年９月中旬より，ＴＡＣ出版ウェブページ
「TAC出版オンラインストア」内で無料公開いたします。

【『法律改正点レジュメ』ご確認方法】
・�　　　　　で検索し，上記「TAC出版オンラインストア」 「各種サービス」 「書
籍連動ダウンロードサービス」 「マンション管理士・管理業務主任者 法律改正点レジ
ュメ」へと進み，パスワードを入力してください。
　　パスワード：
　　公開期限：2026年度管理業務主任者本試験終了まで

ＴＡＣ出版

簡単アクセスは
QR コードから→
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マンション管理士の登録の拒否事由と重要事項の説明，契約成立時の書面，財産の
分別管理の基本事項を正確に押さえておこう。

1　総則
複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部
分および事務所・店舗の用に供する専有部分がある場合，それ
ら全ての専有部分が賃貸されている場合であっても，その建物
はマンションに該当する。

人の居住の用に供される専有部分が１戸あるが，他の専有部分
は別の区分所有者が事務所として使用している建物は，マンシ
ョンである。

適正化法にいうマンションには，当該マンションの敷地および
附属施設が含まれる。

適正化法上のマンションには，一団地内の土地または附属施設
が当該団地内にある適正化法第２条第１号イに掲げる建物を含
む数棟の建物の所有者（専有部分のある建物にあっては，区分
所有者）の共有に属する場合における当該土地および附属施設
も含まれる。

「マンション管理業」とは，管理組合から委託を受けて管理事
務を行うものであり，マンションの区分所有者等が当該マンシ
ョンについて行うものも含む。

重要度  S★★★

問 1

重要度  S★★★

問 2

重要度 A

問 3

重要度 B

問 4

重要度 A

問 5

２以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有
部分のあるもの，その敷地および附属施設は，マンションであ
る（２条１号イ）。たとえ，すべての専有部分が賃貸されてい
るとしても，マンションに該当する。

人の居住の用に供される専有部分が１戸でもあれば，他の専有
部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物でも，
マンションである（２条１号）。

２以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有
部分のあるもの，その敷地および附属施設は，マンションであ
る（２条１号）。

一団地内の土地または附属施設が当該団地内にあるマンション
を含む数棟の建物の所有者（専有部分のある建物にあっては，
区分所有者）の共有に属する場合における当該土地および附属
施設もマンションである（２条１号ロ）。

「マンション管理業」とは，管理組合から委託を受けて管理事
務を行う行為で業として行うもの（区分所有者等が当該マンシ
ョンについて行うものを「除く」）をいう（マンション管理適
正化法２条７号）。

［H24］

答 1

［H27］

答 2

［H21］

答 3

［H25］

答 4

［H30］

答 5

間 違 っ た ら 必 ず
「レ」印をつけて
おきましょう。弱
点のチェックと試
験直前の補強に役
立ちます。
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1　総則
複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部
分および事務所・店舗の用に供する専有部分がある場合，それ
ら全ての専有部分が賃貸されている場合であっても，その建物
はマンションに該当する。

人の居住の用に供される専有部分が１戸あるが，他の専有部分
は別の区分所有者が事務所として使用している建物は，マンシ
ョンである。

適正化法上のマンションとは，２以上の区分所有者がいる建物
のことであり，その敷地や附属施設は含まれない。

「マンション管理業」とは，管理組合から委託を受けて管理事
務を行うものであり，マンションの区分所有者等が当該マンシ
ョンについて行うものも含む。

「マンション管理士」とは，国土交通大臣（指定登録機関が登
録の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関）の登録を受
け，マンション管理士の名称を用いて，専門的知識をもって，
管理組合の運営その他マンションの管理を行うことを業務とす
る者をいう。

重要度  S★★★

問 1

重要度  S★★★

問 2

重要度  S★★★

問 3

重要度 A

問 4

重要度 A

問 5

過去25年分（H13 ～令和７年度）
の全出題から頻出かつ重要な1000
肢余を厳選，インプット学習に便利な
○×形式で収録しました。この１冊で
合格のための基礎知識は，ばっちりカ
バーできます。

１問ごとに４段階で「重要度」を表示しています。
重要度Ｓ★★★ 今年の出題が予想される最重要事項です！
重要度Ａ　 過去に３回以上の出題実績がある頻出事項，もしくは２回

の出題でも絶対押さえておくべき基本事項です。
重要度Ｂ　 過去２回の出題がある，もしくは１回の出題でもきちんと

押さえておくべき事項です。
重要度Ｃ　 過去１回のみの出題ですが，今後も出題される可能性のあ

る事項です。

（4）
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地区計画の区域（再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は
地区整備計画が定められている区域に限る）内において，土地
の区画形質の変更，建築物の建築その他政令で定める行為を行
おうとする者は，原則として，当該行為に着手する日の30日
前までに，行為の種類，場所，設計又は施行方法，着手予定日
その他一定事項を市町村長に届け出なければならない（都市計
画法58条の２第１項）。

地区計画等の案は，一定の事項について条例により，その案に
係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有す
る者の意見を求めて作成する（都市計画法16条２項）。利害関
係人の「同意を得る」のではない。

①都市計画区域の整備，開発及び保全の方針に関する都市計
画，②区域区分に関する都市計画，③都市再開発方針等に関す
る都市計画は，「都道府県」が定める（15条１項１号～３号）。

都道府県又は市町村は，原則として，都市計画の案を作成しよ
うとする場合に必要があると認めるときは，公聴会の開催等住
民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる（都市計画法
16条１項）。そして，都道府県又は市町村は，都市計画を決定
しようとするときは，あらかじめ，その旨を公告し，当該都市
計画の案を，当該都市計画を決定しようとする理由を記載した
書面を添えて，当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなけ
ればならない（17条１項）。「都市計画案の作成」→「必要があ
る場合は公聴会の開催」→「２週間公衆の縦覧に供する」とい
う順番である。

［R5］

答 3131

［H24］

答 3232

［R6］

答 3333

［R6］

答 3434

1回目 2回目 3回目

　月　日： 　月　日： 　月　日：/34 /34 /34
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地区計画の区域（再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は
地区整備計画が定められている区域に限る）内において，土地
の区画形質の変更，建築物の建築その他政令で定める行為を行
おうとする者は，原則として，当該行為に着手する日の30日
前までに，行為の種類，場所，設計又は施行方法，着手予定日
その他一定事項を市町村長に届け出なければならない（都市計
画法58条の２第１項）。

地区計画等の案は，一定の事項について条例により，その案に
係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有す
る者の意見を求めて作成する（都市計画法16条２項）。利害関
係人の「同意を得る」のではない。

①都市計画区域の整備，開発及び保全の方針に関する都市計
画，②区域区分に関する都市計画，③都市再開発方針等に関す
る都市計画は，「都道府県」が定める（15条１項１号～３号）。

都道府県又は市町村は，原則として，都市計画の案を作成しよ
うとする場合に必要があると認めるときは，公聴会の開催等住
民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる（都市計画法
16条１項）。そして，都道府県又は市町村は，都市計画を決定
しようとするときは，あらかじめ，その旨を公告し，当該都市
計画の案を，当該都市計画を決定しようとする理由を記載した
書面を添えて，当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなけ
ればならない（17条１項）。「都市計画案の作成」→「必要があ
る場合は公聴会の開催」→「２週間公衆の縦覧に供する」とい
う順番である。

［R5］

答 3131

［H24］

答 3232

［R6］

答 3333

［R6］

答 3434

1回目 2回目 3回目

　月　日： 　月　日： 　月　日：/34 /34 /34
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ここでの学習では，区分所有法と対比させる視点が重要だ。特に，区分所有法の内
容を変更する規定と確認する規定，標準管理規約独自の規定を区別しよう。

規約および総会の決議は，区分所有者の包括承継人および特定
承継人に対しても，その効力を有する（標準管理規約単棟型５
条１項）。したがって，駐輪場使用料に係る説明を受けなかっ
たとしても，特定承継人である買主には，駐輪場使用料につい
ての総会決議の効力が及ぶため，駐輪場使用料を支払わなけれ
ばならない。

対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は，「住戸番
号を付した住戸」とする（標準管理規約７条１項）。

窓枠および窓ガラスは，専有部分に含まれない（標準管理規約
７条２項３号）。したがって，工事費用は，共用部分として長
期修繕計画に計上すべきである。

専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割
合を定める場合には，分譲契約等によって定まる敷地等の共有
持分についても，価値割合に連動させることが考えられる（標
準管理規約10条関係コメント③，46条関係コメント③）。

［H27］

答 1

［H13］

答 2

区分所有者は，その専有部分を「専ら住宅として使用」す
るものとし，他の用途に供してはならない（12条１項）。
ココも注意！

［H14］

答 3

［H29］

答 4

その章で着目すべき論点を簡潔にまとめて
います。問題にチャレンジする前に一読す
ると理解がスムーズです。

ポイントをしっかりまとめた簡潔な解説です。特に
重要なキーワードや暗記すべき数字は赤ゴシックで
表記しています。赤シートをかぶせれば，そのまま

「穴埋め問題」として利用できます。

「出題年度」を表示
しています。

付属の赤シ
ートで正解
を隠してチ
ャレンジし
ましょう。

設問に関連
する知識を
まとめてい
ます。

学習の進捗
と達成度を
記録してお
きましょう。

設問と対比
させて覚え
ておきたい
重要ポイン
トです。

※図は，いずれもサンプル図です。

（5）
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マンション管理士試験 受験ガイダンス

（9）

■マンション管理士試験の内容
試験内容（分野） 本書の該当章

①　マンションの管理に関する法令及び実務に関す
ること

区分所有法，被災区分所有法，再生等円滑化法，民
法（取引，契約等マンション管理に関するもの），不
動産登記法，マンション標準管理規約，マンション
標準管理委託契約書，マンションの管理に関するそ
の他の法律（建築基準法，都市計画法，消防法，品
質確保法） 等

第1章・第２章・
第４章・第５章

②　管理組合の運営の円滑化に関すること
管理組合の組織と運営（集会の運営等），管理組合の
業務と役割（役員，理事会の役割等），管理組合の苦
情対応と対策，管理組合の訴訟と判例，管理組合の
会計 等

第３章・第７章・
第８章

③　マンションの建物及び附属施設の構造及び設備
に関すること

マンションの構造･設備，長期修繕計画，建物・設備
の診断，大規模修繕  等

第９章〜第12章

④　マンションの管理の適正化の推進に関する法律
に関すること

マンション管理適正化法，マンション管理適正化基
本方針  等

第６章

受験ガイダンス

　マンション管理士は，専門知識を持って，管理組合の運営や建物
の構造にかかる技術的な問題など，さまざまなマンションの管理に
関して，管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談
に応じ，それらに対する助言・指導その他の援助を行うことを業務
とする資格です。
　マンション管理士として活動を行うには，マンション管理士試験
に合格し，マンション管理士として登録する必要があります。



マンション管理士試験 受験ガイダンス

■試験実施時期　11月30日（日）（令和７年度）
■受験料　　9,400円（例年）
■試験機関　公益財団法人 マンション管理センター
　　　　　　［TEL］ 03-3222-1611　 ［HP］ http://www.mankan.or.jp

■ここ数年の受験傾向　受験者数はほぼ１万2,000 ～１万5,000人，合
格点は34 ～ 40点前後（直近の令和７年度は42点），合格率は７〜12
％前後で，それぞれ推移しています。

［学習のポイント］

　本試験の出題内容は，マンション管理全般にわたりますが，ある
程度メリハリをつけて学習することが試験対策として効率的です。
　具体的には，「試験の内容」の表のうち，本書の第１章～第８章
に該当する①②④をまず重点的に学習しましょう。特に「区分所有
法」と「マンション標準管理規約」を関連付けながらしっかり理解
することが必要です。多少面倒でも，できるだけ条文を確認しなが
ら知識を定着させましょう。また，本書の第９章～第12章に該当す
る③の分野は，出題範囲が広く難問が出題されることもあります
が，基本的な論点や過去問レベルの出題も多いのも特徴です。手を
広げすぎず過去問演習を繰り返すことで，これらの問題を落とさな
いようにすることが，ムリなくムダなく，短期間で合格するための
コツといえるでしょう。

［各章の学習方法］

 第１章　民法等 　民法のみを対象とする出題は例年６問程度ですが，
「区分所有法」等の他の法律等との複合問題を含めると，８問程度の
出題となります。民法はすべての法律の基礎となりますので，その基
本的な理解があれば他の法律を効率良く習得することができます。制
度趣旨を踏まえて学習し，頻出の重要テーマ（売買契約，賃貸借契
約，不法行為，相続等）については，しっかりと過去問を解いて習熟
しておきましょう。

（10）



 第２章　区分所有法等（再生等円滑化法・被災区分所有法） 
　「民法」や「マンション標準管理規約」との複合問題も含め，例年10
問程度出題されています。区分所有法は，「マンション法」とも呼ば
れ，マンション管理に関する最も基本的な法律であり，合否を分ける
科目です。過去問の演習を通じて，出題された条文を参照しながら，
用語の意味や制度の仕組みを理解することを心掛けましょう。「再生
等円滑化法」と「被災区分所有法」は，各１問出題されるのが近年の
傾向です。難解な部分もある法律ですから，区分所有法の「復旧」や

「建替え決議」等と比較して，過去に出題された事項を正確に理解し
ておけばよいでしょう。また，「区分所有法」の大改正に伴い，「再生
等円滑化法」と「被災区分所有法」も大幅に改正されていますので，
改正点を意識した学習も必要でしょう。

 第３章　マンション標準管理規約 　「民法」や「区分所有法」との複
合問題を含めて，例年９問程度出題されています。単純な知識を問う
問題だけではなく，「区分所有法」との相違点の理解を問う問題，具
体的な事例に基づいてより深く考えさせるような問題も出題されてい
ます。学習にあたっては，出題の根拠となった条文だけでなく関係コ
メントも参照し，文言や要件を正確に覚えるようにしましょう。ま
た，大改正された「区分所有法」の規定を反映した改正もされていま
すので，「区分所有法」と比較して学習する必要があるでしょう。

 第４章　不動産登記法 　毎年１問出題されています。専門技術的な制
度で成り立っており，難問が出題されることもあります。登記の基本

（仕組みと手続）を確認した上で，区分所有法の敷地利用権の知識を
応用して，頻出事項である区分所有建物の登記の特徴を理解しましょ
う。また，空家対策を背景とした改正が続いていますので，近年の改
正点も確認しましょう。

 第５章　宅地建物取引業法・住宅品質確保法 　数年に１問程度の出題
頻度です。「宅地建物取引業法」と「住宅品質確保法」の知識がある
と，「民法」の契約不適合責任の理解も深まります。そのため，「宅地
建物取引業法」と「住宅品質確保法」について，過去に問われた内容
に目を通しておくとよいでしょう。

 第６章　マンション管理適正化法 　毎年５問出題されます。適正化法
から４問，適正化基本方針から１問の出題傾向で，近年導入された管
理計画認定制度の出題が続いています。個数問題で出題されることも
多いので網羅的な学習が必要な科目であり，さらに管理業務主任者試

（11）



マンション管理士試験 受験ガイダンス

験合格者の免除科目ですから，差がつかないようにしっかりとした学
習が必要です。

 第７章　マンション標準管理委託契約書 　出題されても１問ですが，
近年はあまり出題されていません。標準管理委託契約書の内容は適正
化法の規定を反映したものが多く，条文，別表や関係コメントに関す
る知識があれば，適正化法の理解につながります。そのため，適正化
法の規定と関連づけて，過去問に目を通しておきましょう。

 第８章　管理組合の会計・滞納管理費等の処理 　「管理組合の会計」
は，例年２問出題されています。管理組合の税務について出題される
こともあります。近年の出題例と類似した問題が多いので，ここ数年
の過去問は必ず理解しておきましょう。「管理費等の滞納処理」は，

「民事訴訟法」等の訴訟関連の知識が問われます。深入りすることな
く過去問の範囲で理解しておきましょう。

 第９章　都市計画法 　例年１問出題されます。範囲は広く，内容は難
解ですが，用語の意味や制度の特徴が問われるので，過去問の範囲に
絞って学習しましょう。特に，地域地区の内容を確認しておきましょ
う。

 第10章　建築基準法等 　例年４問程度出題されます。「建築基準法」
「水道法」「消防法」から各１問ずつ，その他の建築関連法令（「建築
物省エネルギー法」「バリアフリー法」「警備業法」等）から１問程
度，それぞれ出題されます。詳細な知識が問われることもあります
が，過去問の知識があれば対応可能です。頻出事項を正確に覚えてお
きましょう。

 第11章　設備・構造 　例年５問程度の出題です。細かい知識に関す
る出題が多いものの，過去問からの出題もよく見られます。頻出であ
る「エレベーター設備」「水道法・給水設備」「消防法・消防用設備
等」「排水設備」「建築設備の分類等」について問われた知識は必ず正
確に覚えておきましょう。

 第12章　維持・保全 　例年５問程度出題されます。マンションの劣
化症状やその診断・改修方法，長期修繕計画に関する事項等が主な内
容です。専門技術的で詳細な知識が必要とされる出題もありますが，
手を広げずに過去問の範囲で学習することが，最も効果的な対策で
す。

（12）
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2

第   1   章

1　制限行為能力者
甲マンション203号室を所有しているＡは，高齢になり判断
能力に不安を抱えていたところ，Ｂとの間で，Ｂに高額の報酬
を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約を
締結した。本件請負契約を締結した時にＡに意思能力がなかっ
た場合には，Ａは，意思能力を欠いていたことを理由として，
本件請負契約の無効を主張することができる。

甲マンションの一室に１人で住んでいる区分所有者Ａは，精神
上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり，管理費
を滞納している。この場合において，甲マンションの管理組合
は，家庭裁判所にＡの後見開始の審判を請求することができ
る。

甲マンション203号室を所有しているＡは，高齢になり判断
能力に不安を抱えていたところ，Ｂとの間で，Ｂに高額の報酬
を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約を
締結した。本件請負契約を締結した時に，Ａについて後見開始
の審判はなされていなかったが，Ａが精神上の障害により事理
を弁識する能力を欠く常況にあった場合には，Ａは，行為能力
の制限を理由として，本件請負契約を取り消すことができる。

重要度 B

問 11

重要度 B

問 22

重要度 B

問 33
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HECK POINTHECK POINTC
基本事項を学習した上で，頻出項目（時効，共有，債務不履行，契約不適合責任，
不法行為，請負，賃貸借，相続）を事例を通して理解しておこう。

契約を締結するには意思能力が必要であり，意思能力のない者
がした行為は無効である（民法３条の２）。したがって，Ａは，
本件請負契約の無効を主張できる。

家庭裁判所は，本人，配偶者，４親等内の親族，未成年後見
人，未成年後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助人，補助監
督人又は検察官の請求により，後見開始の審判をすることがで
きる（民法７条）。管理組合は，後見開始の審判を請求できる
者に含まれていない。

後見開始の審判を受けた者（成年被後見人）がした行為は取り
消すことができる（民法９条本文）。しかし，成年被後見人と
いえるには，後見開始の審判を受けることが必要であり（８
条），後見開始の審判がなされていない者がした行為は，たと
えその者が行為の時に精神上の障害により事理を弁識する能力
を欠く常況にあったとしても，取り消すことができない。

［H30］

答 11

［H20］

答 22

［H30］

答 33
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2　意思表示・代理等
Ａは，Ｂとの間で，甲マンションの１室である202号室をＢ
に売却する旨の売買契約を締結した。Ａは，本心では202号
室を売却するつもりはなく売買契約を締結した場合において，
Ｂがそのことを知り，又は知ることができたときは，売買契約
は無効となる。

Ａは，Ｂとの間で，甲マンションの１室である202号室をＢ
に売却する旨の売買契約を締結した。Ａは，本心では202号
室を売却するつもりはなかったが，借入金の返済が滞り差押え
を受ける可能性があったため，Ｂと相談のうえ，Ｂに売却した
ことにして売買契約を締結したときは，売買契約は無効とな
る。

Ａは，Ｂとの間で，甲マンションの１室である202号室をＢ
に売却する旨の売買契約を締結した。Ｂは，甲マンションの近
くに駅が新設されると考えて202号室を購入したが，そのよ
うな事実がなかったときは，Ｂが駅の新設を理由に購入したこ
とがＡに表示されていなくても，Ｂは売買契約を取り消すこと
ができる。

重要度 A

問 44

重要度 A

問 55

重要度 A

問 66
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表意者が真意でないことを知りながら意思表示をした場合，そ
の意思表示は有効であるが（民法93条１項本文），相手方がそ
の意思表示が表意者の真意ではないことを知り，又は知ること
ができたときは無効となる（同ただし書）。したがって，Ａは
本心では202号室を売却するつもりがないことを，Ｂが知って
いたか，又は知ることができたときは，当該売買契約は無効と
なる。

Ａは，本心では202号室を売却する意思がないにもかかわらず，
Ｂと相談のうえ，Ｂに売却したことにして売買契約を締結して
いる。これは相手方と通じてした虚偽の意思表示であるので，
売買契約は無効となる（民法94条１項）。

Ｂは，実際には違うにもかかわらず，甲マンションの近くに新
駅ができると考えて202号室を購入しているので，購入の意思
表示をした動機に錯誤が生じている。このように，意思表示を
した動機に錯誤がある場合，表意者は，その動機が契約をする
基礎となっていることが意思表示の内容として相手方に表示

（明示又は黙示の表示）されていたときに限り，その意思表示
を取り消すことができる（民法95条１項２号・２項，判例）。
したがって，Ｂが202号室を購入した動機がＡに明示又は黙示
により表示されていなければ，Ｂは売買契約を取り消すことは
できない。

［R4］

答 44

［R4］

答 55

［R4］

答 66
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甲マンション203号室を所有するＡは，Ｂとの間で，同室を
Ｂに売却する旨の契約（この問いにおいて「本件売買契約」と
いう。）を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり
下回るものであった。この場合において，ＡがＢの詐欺によっ
て本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても，Ｂ
の詐欺によって意思表示をしたことについてＡに過失があった
ときは，Ａは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すこと
ができない。

甲マンション203号室を所有するＡは，Ｂとの間で，同室を
Ｂに売却する旨の契約（この問いにおいて「本件売買契約」と
いう。）を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり
下回るものであった。この場合において，Ａが第三者Ｃの詐欺
によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には，Ｂ
がその事実を知っていたか，知ることができたときに限り，Ａ
は詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

甲マンション203号室を所有するＡは，Ｂとの間で，同室を
Ｂに売却する旨の契約（この問いにおいて「本件売買契約」と
いう。）を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり
下回るものであった。この場合において，ＡがＢの強迫によっ
て本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても，Ｂ
の強迫によって意思表示をしたことについてＡに過失があった
ときは，Ａは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すこと
ができない。

重要度 A

問 77

重要度 A

問 88

重要度 A

問 99
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詐欺による意思表示は取り消すことができる（民法96条１項）。
詐欺にあった者は被害者であるから，詐欺によって意思表示を
したことについて表意者に過失があったときでも，取り消すこ
とができる。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合
は，相手方がその事実を知り，又は知ることができたときに限
り，その意思表示を取り消すことができる（民法96条２項）。
第三者の詐欺によって意思表示をした場合，これを信じた表意
者にも落ち度があるから，相手方保護のために取消しが制限さ
れる。したがって，本肢のとおりである。

強迫による意思表示は取り消すことができる（民法96条１項）。
強迫された者は被害者であるから，強迫によって意思表示をし
たことについて表意者に過失があったときでも，取り消すこと
ができる。

［R3］

答 77

［R3］

答 88

［R3］

答 99
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甲マンション203号室を所有するＡは，Ｂとの間で，同室を
Ｂに売却する旨の契約（この問いにおいて「本件売買契約」と
いう。）を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり
下回るものであった。この場合において，Ａが第三者Ｄの強迫
によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には，Ｂ
がその事実を知っていたか，知ることができたときに限り，Ａ
は強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

甲マンション203号室を所有しているＡは，高齢になり判断
能力に不安を抱えていたところ，Ｂとの間で，Ｂに高額の報酬
を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約を
締結した。本件請負契約を締結する際に，Ｂが，Ａの窮迫・軽
率・無経験を利用して，相場よりも著しく高額な報酬の支払を
Ａに約束させていた場合には，Ａは，公序良俗に違反すること
を理由として，本件請負契約の無効を主張することができる。

Ａは，その子Ｂを代理人として，その所有するマンションの一
室をＣに売却することとした。この場合，Ｂが未成年者であっ
ても，Ａは，Ｂを代理人とすることができる。

Ａは，認知症となり判断能力を欠く常況にある父親Ｂから何ら
の代理権を付与されていないのに，Ｂの代理人と称してＢ所有
のマンションの一室をＣに売却する売買契約を締結した場合，
正常な判断能力を有するＢの妻が当該売買契約を追認すれば，
当該売買契約は，有効となる。

重要度 A

問 1010

重要度 B

問 1111

重要度 B

問 1212

重要度 B

問 1313
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相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合
は，相手方がその事実を知っていたか，又は知ることができた
かにかかわらず，その意思表示を取り消すことができる（民法
96条２項反対解釈）。第三者の強迫によって意思表示をした場
合は，表意者に落ち度はないので，第三者による詐欺の場合と
異なり，表意者保護のために，意思表示を取り消すことに制限
はない。したがって，Ａが第三者Ｄの強迫によって本件売買契
約をする意思表示をしていた場合には，Ｂがその事実を知って
いたか，知ることができたかに「かかわらず」，Ａは強迫を理
由として自己の意思表示を取り消すことができる（同１項）。

相手方の窮迫・軽率・無経験を利用して，相場より著しく高額
な報酬を支払うことを約束させる請負契約は，公序良俗に反す
るものとして無効となる（判例，民法90条）。したがって，Ａ
は，公序良俗に違反することを理由として，本件請負契約の無
効を主張できる。

任意代理の代理人は，行為能力者でなくてもよい（民法102条
参照）。したがって，未成年者，成年被後見人等の制限行為能
力者であっても，代理人となることができる。

本問の行為は，代理権のない代理人の行為であるので，無権代
理である。この無権代理行為を追認することができるのは，本
人（Ｂ）のみである（民法113条１項）。したがって，Ｂの妻が
追認しても，無権代理行為は，有効とはならない。

［R3］

答 1010

［H30］

答 1111

［H15］

答 1212

この場合，本人は代理人の制限行為能力を理由に代理行為
を取り消すことはできない（102条本文）。
ココも注意！

［H17］

答 1313

本人が無権代理行為を追認すれば，別段の意思表示がない
限り，その行為は契約の時にさかのぼって有効となる（116条本文）。
ココも注意！
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